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〇ストック分科会 

＜住宅性能向上・環境＞ 

①将来世代に継承できる良質な住宅ストックの形成・更新 

1）長期優良住宅の認定状況（第１回有識者検討会議資料再掲） 

・令和元（2019）年度の本県の長期優良住宅認定戸数（新築）は 14,098 戸、認定率は 21.8％であ

る。 

・本県の長期優良住宅認定は他都府県に比して著しく多く、平成 21（2009）年の制度創設以来、

11 年間、全国１位を継続している。 

●長期優良住宅の認定状況 
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愛知県 5,939 10,983 11,419 11,898 13,781 11,753 12,506 14,039 13,755 14,579 14,098 134,750

（愛知県認定率） 10.9% 19.1% 20.5% 20.6% 21.5% 21.3% 20.7% 22.5% 21.9% 21.2% 21.8% -

埼玉県 3,536 6,090 6,544 6,954 7,017 6,239 5,915 6,355 5,972 5,886 5,893 66,401

千葉県 3,293 5,406 5,623 5,295 5,984 5,050 5,354 5,364 5,630 5,853 5,481 58,333

東京都 3,226 6,256 7,418 10,290 9,373 7,203 6,676 7,184 6,231 6,163 6,584 76,604

神奈川県 3,804 6,567 6,756 6,592 7,255 6,820 6,993 6,513 6,745 6,241 6,077 70,363

大阪府 2,685 4,366 4,631 4,629 5,283 4,453 4,726 4,921 4,833 5,187 5,513 51,227

兵庫県 3,078 5,343 4,929 5,012 5,468 4,810 5,023 5,141 4,894 5,095 4,861 53,654

福岡県 2,439 4,558 4,266 4,206 4,899 4,123 4,226 4,487 4,491 4,681 5,007 47,383

注：認定率＝認定実績戸数（新築）（戸建・共同住宅等）／新設住宅着工戸数（建て方不問） 

資料：国土交通省 HP「長期優良住宅の認定実績（都道府県別認定実績（新築））」（令和２年３月時点）、建築統

計年表「住宅着工統計」をもとに作成 

参考資料２-２
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2）「長期優良住宅制度のあり方検討会」において検討された制度改定等の方向性 

・長期優良住宅制度に対する評価や課題を整理し、長期優良住宅のさらなる普及促進に向けた取組

の方向性について検討するために、「長期優良住宅制度のあり方検討会」が平成 30 年 11 月に設

置され、令和２年７月に最終とりまとめが提示された。 

・最終とりまとめにおいて、認定基準の見直しや制度の改善等が整理され、特に、新築の共同住宅

ついては「認定基準の合理化」「住宅単位での認定」、既存住宅については、「認定長期優良住宅

の流通量の増加」させるための「増改築行為がない場合でも評価・認定をする仕組み」の対応の

方向性等が示された。 

●長期優良住宅の認定基準の見直しと制度の改善の方向性 

① 新築住宅の認定基準の見直し 

②－１ 新築住宅の制度の改善 
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②－２ 既存住宅の制度の見直し 

②－３ 共通の制度の改善 

資料：長期優良住宅制度のあり方検討会 最終とりまとめ（令和２年７月） 

国土交通省 HP（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000168.html） 
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3）省エネ性能等への満足度の向上  

・現在の住宅に対する項目別の満足度が最も高い項目は、「広さや間取り」、次いで「日当た

り」である。 

・項目別の満足度を全国と比較すると、全ての項目で全国値を上回っている。 

・平成 25 年と比較すると、多くの項目で満足度は上昇している。特に、「いたみの少なさ」

「換気のよさ」「エネルギー消費性能」で満足度の上昇が大きく、１割以上となっている。

●現在の住宅に対する項目別の満足度 
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資料：平成 30 年住生活総合調査 
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4）建築の時期別のエネルギー消費性能（光熱費の節約）の満足度 

・エネルギー消費性能に関する満足度は、昭和 56 年以降建築の住宅で６割を超え、平成 28 年

以降建築の住宅で９割を超える。 

・理由として、住宅の省エネルギー基準の 1980 年（昭和 55 年）制定、2015 年（平成 27年）の

改正等による、断熱性能の向上の他、家電の省エネ化、太陽光発電設備の普及などが考えら

れる。 

●建築の時期別のエネルギー消費性能（光熱費の節約）の満足度（愛知県） 
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資料：平成 30年住生活総合調査 
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5）建築の時期別の高齢者への配慮（段差がない等）の満足度 

・高齢者への配慮に関する満足度は、概ね建築時期が新しいほど高くなる。 

●建築の時期別の高齢者への配慮（段差がない等）の満足度 
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資料：平成 30年住生活総合調査 
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②環境に配慮した持続可能な住まい・まちづくり 

1）愛知県ＳＤＧｓ未来都市計画 

・本県は、2019 年 7 月 1日に内閣府から「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されたことを受け、「愛知県

ＳＤＧｓ未来都市計画」を策定した。 

・ＳＤＧｓの達成期限である 2030 年の愛知県のあるべき姿や、ＳＤＧｓの達成に向けて、計画策

定より３年間の間に、先導的に進める取組（「自治体ＳＤＧｓの推進に資する取組」及び「特に

注力する先導的な取組」）を記載するとともに、関連するＳＤＧｓの目標や重要業績評価指標（Ｋ

ＰＩ）等を設定している。 

・「世界をリードする日本一の産業の革新・創造拠点」（経済面）、「人が輝き、女性や高齢者、障害

のある人など、全ての人が活躍する愛知」（社会面）、「県民みんなで未来へつなぐ『環境首都あ

いち』」（環境面）の調和のとれた、活力と持続力を兼ね備えた大都市圏を目指す。 

●愛知県ＳＤＧｓ未来都市計画の概要 

 資料：愛知県ＨＰ https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kikaku/aichi-sdgs3.html 
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2）愛知県における地球温暖化対策設備導入促進補助 

・本県では、温室効果ガスの排出を抑制し、地球温暖化防止に寄与することを目的として、住宅用

地球温暖化対策設備（太陽光発電施設、家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）、燃料電池、

蓄電池、電気自動車等充給電設備、高性能外皮等、断熱窓改修工事）を導入する個人に対し、市

町村を通じてその経費の一部を補助している。 

・平成 15 年度から住宅用太陽光発電施設の導入に対して市町村と協調補助を開始し、平成 27 年度

からＨＥＭＳ、燃料電池、蓄電池、電気自動車等充給電設備を補助対象に追加するとともに、平

成 28年度から新たに集合住宅を補助対象に追加した。 

・環境に配慮した住宅（スマートハウス、ＺＥＨ）の普及を図るため、平成 30 年度に創設した太

陽光発電、ＨＥＭＳ等の一体的導入の補助メニューに令和元年度から住宅の断熱性能等を高める

設備を加えた。 

・現在 46市町村（54 市町村中）が県と協調して補助を行う市町村となっている（2020 年 10 月現在）。

●補助金の申請イメージ              ●地球温暖化対策設備の概要 

●補助対象経費等 

補助対象経費 間接補助対象事業者が設備の設置に要した経費に対し、補助事業者が補助するために要する経費。

補助率 １／４以内 

補助基準額 

家庭用エネルギー管理システム １万円 

家庭用燃料電池システム 10 万円 

定置用リチウムイオン蓄電システム 10 万円 

電気自動車等充給電設備 ５万円 

一体的導入（住宅用太陽光発電施設、家庭用エネルギー管理シ

ステム、定置用リチウムイオン蓄電システム） 

（１）戸建住宅 １６万２千８百円 

（２）集合住宅 ２４万２千円 

一体的導入（住宅用太陽光発電施設、家庭用エネルギー管理シ

ステム、電気自動車等充給電設備） 

（１）戸建住宅 １１万２千８百円 

（２）集合住宅 １９万２千円 

一体的導入【ＺＥＨ】（住宅用太陽光発電施設、家庭用エネル

ギー管理システム、高性能外皮等） 

１６万２千８百円 

一体的導入（住宅用太陽光発電施設、家庭用エネルギー管理シ

ステム、断熱窓改修工事） 

１２万２千８百円 

補助金の額 

設備１基につき、次の(１)と(２)とを比較して少ない方の額（百円未満切り捨て）を選定し、選定

した額の合計を補助金の額とする。 

 (１) 補助対象経費に補助率を乗じて得た額  (２) 補助基準額に補助率を乗じて得た額 

 資料：愛知県ＨＰ https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/0000004471.html 
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3）市町村における環境配慮の住まい促進の取組（豊田市） 

・豊田市に在住、在勤、在学の者を対象に、環境配慮行動に取り組む「エコファミリー」を募集。

・エコファミリーになることで、１世帯につき１枚エコファミリーカードが発行され、「とよたＳ

ＤＧｓポイント」を貯めることができる。「とよたＳＤＧｓポイント」はリサイクルや環境活動

を行うことでもらえ、リサイクル商品や地元の特産品などと交換できる仕組みである。 

・また、エコファミリーになることで、スマートハウスの促進や次世代自動車の普及のための補助

金（豊田市エコファミリー支援補助金）を受けることができる。 

補助対象：住宅用太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム、次世代自動車、家庭用エネルギー管理システ

ム（ＨＥＭＳ）、家庭用リチウムイオン蓄電池システム 

●補助金の対象となる設備 

資料：https://www.city.toyota.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/023/875/r0205/01house.pdf 

●豊田市エコファミリー支援補助金（2020 年度）実績（2020 年 10 月 22 日時点） 

資料：https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kankyou/hojokin/1002034.html 
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4）国によるモデルプロジェクトの支援 

●サステナブル建築物等先導事業（次世代住宅型の概要） 

・子育て世帯・高齢者世帯など幅広い世帯のニーズに応える住生活関連の新たなビジネス市場

の創出・拡大の促進を図るため、健康・介護、少子化対策等に寄与するＩｏＴ技術等を活用

した住宅の実用化に向けた課題・効果等の実証を行う事業に対して支援を実施。 

資料：国土交通省ＨＰ https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000875.html 

●ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスを活用したレジリエンス強化事業 

・自然災害等に伴う長期停電リスクを回避可能な住宅モデル等を推進していくため、停電時に

おいても自立的に電力供給可能な、ＺＥＨを活用した地域防災拠点の整備及びレジリエンス

性を備えたネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）の導入を進める事業を実施。 

 資料：経済産業省ＨＰ https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/2001/200120b/pdf/3.pdf  
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5）太陽熱利用システム 

・太陽熱利用システムは「再生可能エネルギー」のひとつ。太陽の熱を使って温水や温風を作り、

給湯や冷暖房に利用するシステムである。国内で最も普及しているのは、戸建住宅用太陽熱温水

器だが、ホテル、病院、福祉施設など業務用建物でも使用されている。 

・住宅用の太陽熱温水器は、比較的低コストの投資で一定の CO2 削減効果が得られる。 

●太陽熱利用システム 

■太陽熱利用システムとは 

■住宅用の太陽熱利用システムと太陽光発電のシステムコストと燃料コスト削減額の比較 

資料：経済産業省ＨＰ https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/attaka_eco/system/index.html 
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●エコ住宅ガイドライン 
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資料：エコ住宅ガイドライン（概要版）
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＜マンション＞ 

①マンションの適切な維持管理の推進 

1）市町村別マンション戸数（第１回有識者検討会議資料再掲） 

・本県のマンションは約 31.8 万戸であり、市別にみると、名古屋市が約 17.7 万戸と６割近

い。１万戸を超える市は、名古屋市（約 17.7 万戸）、春日井市（約 1.4 万戸）、豊田市（1.2

万戸）、岡崎市（約 1.1 万戸）、一宮市（約 1.0 万戸）となっている。 

●住宅総数に占めるマンションの割合（市別の状況） 

居住世帯の
ある住宅数

戸数 戸数 割合 戸数 割合
全国 53,616,300 5,567,800 10.4% 5,468,200 10.2%
愛知県 3,069,200 317,500 10.3% 313,700 10.2%
23100_名古屋市 1,070,000 177,400 16.6% 176,300 16.5%
名古屋 1,070,000 177,400 16.6% 176,300 16.5%
23203_一宮市 142,150 10,200 7.2% 9,980 7.0%
23206_春日井市 124,470 13,850 11.1% 13,530 10.9%
23215_犬山市 28,230 1,120 4.0% 1,080 3.8%
23217_江南市 37,450 2,930 7.8% 2,920 7.8%
23219_小牧市 59,630 4,340 7.3% 4,260 7.1%
23220_稲沢市 50,270 4,590 9.1% 4,540 9.0%
23228_岩倉市 20,850 1,480 7.1% 1,440 6.9%
23233_清須市 28,330 1,700 6.0% 1,640 5.8%
23234_北名古屋市 34,500 1,390 4.0% 1,380 4.0%
尾張北部 525,880 41,600 7.9% 40,770 7.8%
23204_瀬戸市 50,790 3,660 7.2% 3,650 7.2%
23226_尾張旭市 32,170 4,680 14.5% 4,640 14.4%
23229_豊明市 28,260 2,160 7.6% 2,060 7.3%
23230_日進市 33,720 3,910 11.6% 3,900 11.6%
23238_長久手市 26,280 4,250 16.2% 4,210 16.0%
尾張東部 171,220 18,660 10.9% 18,460 10.8%
23208_津島市 23,470 1,770 7.5% 1,770 7.5%
23232_愛西市 21,270 440 2.1% 430 2.0%
23235_弥富市 16,290 460 2.8% 440 2.7%
23237_あま市 34,470 2,260 6.6% 2,260 6.6%
海部 95,500 4,930 5.2% 4,900 5.1%
23205_半田市 47,220 4,160 8.8% 4,050 8.6%
23216_常滑市 22,960 230 1.0% 190 0.8%
23222_東海市 44,620 4,250 9.5% 4,150 9.3%
23223_大府市 35,170 3,340 9.5% 3,240 9.2%
23224_知多市 32,460 1,280 3.9% 1,270 3.9%
知多 182,430 13,260 7.3% 12,900 7.1%
23202_岡崎市 148,420 10,840 7.3% 10,760 7.2%
23209_碧南市 25,530 420 1.6% 350 1.4%
23210_刈谷市 61,400 5,710 9.3% 5,680 9.3%
23211_豊田市 158,590 12,200 7.7% 12,070 7.6%
23212_安城市 70,130 9,140 13.0% 9,060 12.9%
23213_西尾市 58,460 1,360 2.3% 1,300 2.2%
23225_知立市 29,560 3,030 10.3% 2,960 10.0%
23227_高浜市 18,540 600 3.2% 560 3.0%
23236_みよし市 22,470 1,220 5.4% 1,220 5.4%
西三河 593,100 44,520 7.5% 43,960 7.4%
23201_豊橋市 144,160 5,370 3.7% 5,280 3.7%
23207_豊川市 69,610 1,600 2.3% 1,580 2.3%
23214_蒲郡市 31,360 1,120 3.6% 920 2.9%
23221_新城市 16,410 50 0.3% 50 0.3%
23231_田原市 18,810 40 0.2% 0 0.0%
東三河 280,350 8,180 2.9% 7,830 2.8%

市内にマンションが１万戸以上
市内にマンションが５千戸以上

持家・共同建て・非木造
持家・共同建て・非木造

（3階建て以上）

注：町村が表章されていないため地域別の合算と県値は一致しない。持家・共同建て・非木造をマンションとして扱う。 

資料：平成 30 年住宅・土地統計調査 
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2）マンション建て替え法改正概要 

・マンションの建替え等の一層の円滑化を図るため、耐震性不足に加え「外壁の剝落等により危害

を生ずるおそれがあるマンション」及び「バリアフリー性能が確保されていないマンション等」

が除却の必要性に係る認定対象に追加された。また、要除却認定を受けた老朽化マンションを含

む団地において、敷地共有者の 4/5 以上の同意により敷地の分割を可能とする「敷地分割制度」

が創設された。 

●改正の概要 

資料：国交省ＨＰ https://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000177.html 
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3）マンション管理適正化推進計画制度の概要 

・マンションの管理の適正化の推進のため、国による基本方針の策定、地方公共団体による計画の

策定、指導・助言等の制度を創設。

●法律の概要 

●マンション管理適正化法の改正 

資料：国交省ＨＰ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001350444.pdf 
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4）管理状況届け出制度の事例（東京都管理状況届け出制度） 

・東京都は、マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進すること等により、良質なマンシ

ョンストックの形成等を図り、都民生活の安定向上及び市街地環境の向上に寄与するため、「東

京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を平成 31（2019）年 3月に制定。 

・この条例では、要届出マンションの管理組合に、管理状況について届け出をさせる「管理状況届

出制度」を創設。管理状況に応じて、助言や専門家の派遣などの支援を実施。

●管理状況届出制度の概要 

資料：東京都マンションポータルサイト 

https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/pdf/42_shisaku/42shisaku-01.pdf 
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＜流通促進＞ 

①良質ストックが適切に評価される既存住宅流通市場の構築 

1）インスペクション概要 

・良好な住宅ストックが適正に評価される市場を目指し、インスペクションや住宅履歴等の活用が

進んでおり、社団法人、ＮＰＯ法人等における資格を取得したインスペクターによるインスペク

ションサービスが展開されている。

●主な住生活関連産業の事例（住宅の検査等） 

●既存住宅状況調査の実施件数 

・平成 30年度の既存住宅状況調査の実施件数（アンケート回答のあった技術者 4,638 名(全体

の約 14％）が実施した件数)は、6,736 件／年。 

資料：社会資本整備審議会住宅宅地分科会資料
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2）既存戸建住宅評価システム（JAREA HAS） 

・JAREA HAS とは、「Japan Association of Real Estate Appraisers house appraisal system」

の略称であり、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会が、不動産鑑定士が戸建て住宅の評価

を行う場合の支援システムとして開発。 

・特徴としては、①精度の高い再建築価格（再調達原価）の査定が可能であること、②新築時から

の価値の減少額（減価修正）についてリフォームの影響も反映させることが可能な点がある。 

●JAREA HAS の概要 

資料：国土交通省ＨＰ https://www.mlit.go.jp/common/001109234.pdf 
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3）住宅ストック維持向上促進事業 

・「住宅ストック維持向上促進事業」とは、中古住宅・リフォーム市場の健全な発展に向け、住宅

市場において良質な住宅ストックが適正に評価され、消費者の住生活に関するニーズに的確に対

応できる環境の整備に取り組む事業者等を支援する事業である。 

事業概要：①良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業  

②消費者の相談体制の整備事業  

③リフォームの担い手支援事業 

●良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業の概要 

●リフォームの担い手支援事業の概要 

資料：国土交通省ＨＰ https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000923.html 
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4）安心Ｒ住宅 

・既存住宅の流通促進に向けて、「不安」「汚い」「わからない」といった従来の「中古住宅」のマ

イナスイメージを払拭し、「住みたい」「買いたい」既存住宅を選択できる環境の整備を図るため

に「安心Ｒ住宅」制度（特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度）を施行。 

・「安心Ｒ住宅」とは、既存住宅（中古住宅）のマイナスイメージを払拭するため一定の条件を満

たした住宅の広告に、国が商標登録したロゴマークを付けて、物件選びに役立つ情報を消費者へ

分かりやすく提供する仕組みである。 

●「安心Ｒ住宅」の概要 

資料：社会資本整備審議会住宅宅地分科会資料 

5）エネルギーパスとは 

・エネルギーパスとは、ＥＵ全土で義務化されている「家の燃費」を表示する証明書。 

・ＥＵでは一年間を通して快適な室内温度を保つため為に必要なエネルギー量が明示されてる。 

・床面積 1㎡あたり○○ｋＷ時必要という形で数値化され、誰でも簡単に家の燃費を確認する事が

できる。例えば、30ｋＷ時／㎡の燃費性能をもつ床面積 100 ㎡の家の場合、一年間で必要な冷暖

房エネルギーは 3000ｋＷ時となる。この家のエネルギーを全て灯油で賄う場合は一年間で 300

Ｌの灯油が必要となる。（10ｋＷ時の電気は 1Ｌの灯油と同じエネルギー） 

資料：一般社団法人日本エネルギーパス協会ＨＰ http://www.energy-pass.jp/ 
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②リフォーム・リノベーションの推進 

1）住宅リフォーム事業者団体登録制度 

・住宅リフォーム事業の健全な発達及び消費者が安心してリフォームを行うことができる環境の整

備を図るために、「住宅リフォーム事業者団体登録制度」が平成 26 年 9 月に施行された。 

・現在 16団体が、住宅リフォーム事業者団体に登録されている。（令和 2年 8月 3日時点） 

●登録住宅リフォーム事業者団体登録制度 

資料：社会資本整備審議会住宅宅地分科会資料 

●登録住宅リフォーム事業者団体一覧 

1 一般社団法人マンション計画修繕施工協会（略称：MKS） 〇 32

2 一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会（略称：ジェルコ） 〇 16

3 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 × -

4 一般社団法人リノベーション協議会 〇 63

5 一般社団法人ベターライフリフォーム協会（略称：ＢＬＲ協会） × 30

6 一般社団法人日本塗装工業会 〇 -

7 一般社団法人リフォームパートナー協議会（略称：ＲＥＣＡＣＯ） × 0

8 一般社団法人全建総連リフォーム協会（略称：全リ協） × 30

9 一般社団法人　住生活リフォーム推進協会(略称：ＨＯＲＰ) 〇 16

10 一般社団法人JBN・全国工務店協会 × 88

11 一般社団法人住宅リフォーム推進サポート協議会（略称：住推協） × 0

12 一般社団法人住活協リフォーム（略称：住活協） × 32

13 一般社団法人全国古民家再生協会 〇 -

14 一般社団法人木造住宅塗装リフォーム協会 × -

15 一般社団法人ステキ信頼リフォーム推進協会 × 10

16 一般社団法人日装連リフォーム推進協議会 × -

*１　塗装など、リフォームの一部のみを行う団体については割愛

支部の有無 県内事業者数*１登録住宅リフォーム団体の名称

資料：国土交通省ＨＰ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000090.html 



25 

2）リフォームの担い手 

・住宅のリフォーム業者には、様々な種類の事業者が参入しており、主な担い手は、「地場工務店

系」及び「住宅設備機器・建材メーカー系」である。 

●リフォームの担い手 

資料：社会資本整備審議会住宅宅地分科会資料 
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＜空き家＞ 

①空き家の状況に応じた適切な管理・再生・活用・除却の一体的推進 

1）空き家の種類別戸数と空家率の推移（第１回有識者検討会議資料再掲） 

・本県の空き家率は、平成 25（2013）年の 12.3％が、平成 30（2018）年には減少し、11.3％と

なった。全国の 13.6％と比較すると低い。 

・空き家数は、平成 25（2013）年までは、増加が続いたが、平成 30（2018）年には減少し、約

39.4 万戸となった。 

・その他の住宅は、増加が続いており、平成 30（2018）年は、約 14.3 万戸（空き家の 36.2％）

である。 

・賃貸用の住宅は、平成 25（2013）年の約 26.4 万戸が、平成 30（2018）年は、約 23.1 万戸（空

き家の 58.6％）と減少している。 

●本県の空き家の種類別推移 
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二次的住宅 賃貸・売却用の住宅 賃貸用の住宅 売却用の住宅 その他の住宅 空き家率

210,900
228,900

298,900

333,400 343,600

422,000
393,800

資料：各年住宅・土地統計調査 

注：空き家の種類 

二次的住宅：週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で，ふだんは人が住んでいない住宅・ 

ふだん住んでいる住宅とは別に，残業で遅くなったときに寝泊まりするなど，たまに寝泊まりして 

いる人がいる住宅 

賃貸用の住宅：新築・中古を問わず，賃貸のために空き家になっている住宅 

売却用の住宅：新築・中古を問わず，売却のために空き家になっている住宅 

その他の住宅：上記以外の人が住んでいない住宅で，例えば，転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって 

不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など 

全国値 

13.6% 

その他の住宅 

空き家の 36.2％

賃貸用の住宅 

空き家の 58.6％
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2）市町村における取組状況と今後の取組意向 

●市町村における取組状況（令和２年４月１日）（○印は該当あり） 

市町村名 空家等対策計
画の策定状況

(44)

法定協議会の
設置状況(38)

「空き家適正
管理条例」又
はそれに類す
る条例(17)

市町村名 空家等対策計
画の策定状況

(44)

法定協議会の
設置状況(38)

「空き家適正
管理条例」又
はそれに類す
る条例(17)

名古屋市 ○ － ○ 岩倉市 － － －

豊橋市 ○ ○ ○ 豊明市 ○ ○ －

岡崎市 ○ ○ － 日進市 ○ ○ ○

一宮市 ○ ○ － 田原市 ○ ○ ○

瀬戸市 ○ ○ ○ 愛西市 ○ ○ ○

半田市 ○ ○ ○ 清須市 ○ ○ －

春日井市 ○ － － 北名古屋市 ○ ○ －

豊川市 ○ ○ ○ 弥富市 ○ ○ －

津島市 ○ ○ － みよし市 － － －

碧南市 ○ － － あま市 ○ ○ ○

刈谷市 ○ ○ － 長久手市 － － －

豊田市 － － － 東郷町 － － －

安城市 ○ ○ － 豊山町 ○ － －

西尾市 － － － 大口町 ○ ○ －

蒲郡市 ○ ○ ○ 扶桑町 ○ ○ －

犬山市 ○ ○ ○ 大治町 － － －

常滑市 ○ ○ － 蟹江町 ○ ○ －

江南市 ○ ○ － 飛島村 － － －

小牧市 ○ ○ － 阿久比町 ○ ○ －

稲沢市 ○ ○ ○ 東浦町 ○ ○ －

新城市 ○ ○ － 南知多町 ○ ○ ○

東海市 ○ ○ － 美浜町 ○ ○ ○

大府市 ○ ○ ○ 武豊町 ○ ○ －

知多市 ○ ○ － 幸田町 ○ ○ －

知立市 ○ ○ ○ 設楽町 ○ ○ －

尾張旭市 ○ － － 東栄町 － － ○

高浜市 ○ － － 豊根村 － － －

資料：あいち空き家管理・活用情報ＨＰ  https://www.pref.aichi.jp/jutakukeikaku/akiya-kanri/data.html 

●今後重点的に取り組みたいテーマとして空き家を挙げている市町村の施策案・施策イメージ 

類型
今後取組みたい

空き家施策案・イメージ
空き家に関する課題等

空き家に対する緊急安全措置等の条例制定 危険事案が発生した空き家への迅速な対応

空家等の適切な管理に関する条例の制定 適切に管理されていない空き家による周辺への悪影響

緊急安全措置を含めた空家対策条例の策定 長屋における一部空き家の借家人対応

現状では、所有者に適正管理を促すのみで、活用のための制度作りができ
ていない

空き家所有者と利活用希望者とマッチングし、空き家の利活用が出来てい
ない。

流通促進 空き家バンク登録件数増加、空き家の流通促進 空き家・空き地バンク制度

空家の利活用を促進するための、リフォーム等の補助制度の
創設

・適切に管理されていない空家等の増加

特定空家等候補の解体費補助。解体費補助金の一部補助金の
引き上げ

特定空家等候補の対応

所有者不明空家の解決に向けた必要手続きの検討
所有者が特定できない空家が今後増えることが懸念され、周辺住民への住
環境への影響があると考えられる

財産管理人制度の取組 管理されていない空き家の対応

空き家対策条例の
制定

空き家バンクの創設

助成制度等

その他

資料：愛知県住宅計画課調べ 
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●空家等対策の取組事例一覧 

資料：愛知県空家等対策計画の作成に関するガイドライン 参考 4（空家等対策の取組事例集） 

愛知を赤ヌル


